
 

 

 

 

  

資料３

 



○安全管理委員会の協議事項についての申し入れに対する事業団の見解等 

申し入れ内容 事業団の見解等 

１ 現時点を踏まえて協議すべきこと 

（１）地下水モニタリングの疑問点の解明 

モニタリング３号井の数値変動の解

明のため具体的対策の検討 

○ ３号井戸の電気伝導率の数値については、開業当初と比較し上昇しているが、その後は大きな変動はない。過去のほう素濃度の変動等か

ら、電気伝導率の上昇の主たる要因は、防災調整池に流入する放流水の水質の影響によるものであると考えられる。 

○ 電気伝導率は、水の有害性を示すものではなく、地下水への有害物質の混入に対する応答性が良いことから指標として測定しているもの

で、電気伝導率に異常が認められた場合には、法令で定められた年１回の測定を待たず有害物質の検査を実施し、その結果、有害物質の濃

度が上昇している場合には、原因の究明を行うこととしている。 

○ ３号井戸の水質については、法令を上回る年４回の定期測定を実施しているが、これまで全て環境基準値未満となっており、問題は無い。

また、２回目の異常検知の際に実施した原因究明調査において、３号井戸の水質についても検討（水質分析、統計的手法、イオンバランス

による）しているが、浸出水が地下水へ混入した傾向は認められていない。 

（２）明野クリーンセンターの処理水排水

方法として、直接河川に放流せず防災

調整池に排水している。防災調整池は

地下浸透防止策がなされておらず、蒸

発する以外はほとんど地下に浸透し

ている実情を踏まえ防災調整池の底

質（泥）の科学的分析調査が必要と考

えますので、この実施に関する検討 

○ 環境整備センターでは、国の基準値より１０倍厳しい基準値により放流水の管理を行っており、全ての測定項目において、これまで一度

も基準値を超過したことはない。さらに、防災調整池の下流域である湯沢川等の水質についても、定期的にモニタリングを実施しており、

水質に問題がないことを確認している。 

○ 防災調整池の流入前後に関係する水質に問題がないことから、防災調整池の底質調査の必要はないものと判断している。 

○ しかし、底質調査の必要性等については、これまで安全管理委員会等において専門的な意見を踏まえた検討がなされたことがないため、

安全管理委員の意見を聴きたいと考えている。 

○ なお、河川、湖沼などの底質については、次の物質にはそれぞれ基準が適用されるが、これ以外の物質には基準がない。 

 ① ダイオキシン類については、公共用水域にのみ環境基準が定められている。 

 ② 水銀とＰＣＢについては、公共用水域のみならず公共用水域と繋がっている場合にも、その汚染対策として暫定除去基準（環境省から

の通知）が定められている。 

 結論として、防災調整池は公共用水域と繋がっているため、水銀とＰＣＢのみ基準が適用される。 

（３）現時点で地元住民の最大の懸念事項

となっている漏水検知システムの稼

働状況の情報開示のため、漏水検知の

有無が一目でわかる毎日の図表の公

開 

○ 漏水検知システムの判定図による確認状況については、事業団のホームページにおいて毎月公表しており、判定図を公開するまでもなく、

漏水検知の有無を確認できるようになっている。 

○ また、過去の異常検知の際には、異常を確認でき次第速やかに安全管理委員に報告するとともに、安全管理委員会を招集しており、今後

も漏水検知システムに異常があった場合には、速やかに対応していく。 

○ さらに、平成２６年８月２７日の安全管理委員会の開催時に、安全管理委員に判定図を閲覧していただいたが、今後も委員から要望があ

れば閲覧に応じる。 

○ 以上の対応により、漏水検知システムの測定状況については十分な情報提供を行っていることから、判定図を毎日公表する必要はないも

のと考える。 

２ 廃止に向けて協議すべきこと 

（１）廃止に向けて公的機関が設置した検

討会議に委員として参加した経験の

ある専門家の参加による廃止に向け

ての検討の場の早急な設置 

（２）上記検討を効率的に行うために安全

管理委員会を可能な限り頻繁に開催

すること 

○ 環境整備センターでは、公害防止協定に基づき、処分場の安全面に万全を期するため、北杜市、地元各区の代表者、学識経験者の方々等

で構成する安全管理委員会を設置し、これまで異常検知原因究明調査結果、地下水等のモニタリング調査結果、最終覆土や今後の維持管理

方法等を説明し、意見を伺いながら運営を行ってきた。 

○ 今後も、これまでと同様、施設が廃止されるまで定期的に開催する安全管理委員会において、モニタリング調査結果等を丁寧に説明して

いく。 

○ なお、廃止に向けての検討については、前回（H26.10.6）の安全管理委員会で議論されたとおり、浸出水の水質等が施設の廃止基準に適

合し始めた頃、現在３名の学識経験者の他に必要な分野の専門家も加えて、安全管理委員会の中で議論していく予定である。 

 


